


カンボジア法制度整備支援からコングレスまで 

～そして，２０２０年からの国際協力

法務省大臣官房国際課長　

柴　田　紀　子

１　はじめに

　　「カンボジアに赴任されていたんですね！知らなかったです。びっくりしました！」

などと言われることがある。現在，私は法務省官房国際課長であるが，これまで，法務

総合研究所国際協力部，カンボジアでの法制度整備支援，国連薬物犯罪事務所（United 

Nations Office on Drugs and Crime。略称「ＵＮＯＤＣ」。以下，「ＵＮＯＤＣ」という。），

刑事局国際刑事管理官など，あらゆる国際分野の仕事を経験させてもらった。私が初め

て法務総合研究所国際協力部に配属されてから１５年近くが経過しようとしている。現

在，法務省からは，ベトナム，カンボジア，ラオス，インドネシア，ミャンマーに合計

８人ものＪＩＣＡ長期専門家を送っているし，ＵＮＯＤＣなどの国連機関にも職員を複

数派遣し，また，オランダのハーグにある国際刑事裁判所（International Criminal 

Court。）には，判事として，検事出身であり法務総合研究所長やアジ研所長，国際協力

部長などを歴任された赤根智子氏がいる。この１５年の間に，法務省職員の海外派遣が

一定程度進んだと思う。現在，官房国際課では，法務省職員の海外派遣のさらなる強化

やそのキャリアパスを考えることが一つの大きな課題だ。この機会に私自身のこれまで

を振り返ってみたい。

２　カンボジア法制度整備支援

　　法務総合研究所国際協力部に配属された２００５年４月，「カンボジアに赴任しても

らえるだろうか。」と言われ，「カンボジア？」と，とまどったことをよく覚えている。

そのころは，法制度整備支援のことは全くと言ってよいほど知られていなかった。その

後，私は，２００３年に設立されたばかりの王立裁判官検察官養成校への支援のため，

２００６年２月から２００８年３月末まで，カンボジアの首都プノンペンに滞在するこ

ととなった。

　　カンボジアでは，１９７５年から１９７９年までのポルポト政権下，法律家を含む知

識人が多く命を失い，正確な数字は分からないものの，２００万人もの人々が亡くなり，

生き残った法律家は数名と言われている。その後も内戦などがあり，復興は容易ではな

かった。２００３年，カンボジア政府は，裁判官や検察官を養成するための機関として

王立裁判官検察官養成校を設立した。一方，日本政府は，１９９６年ころから，カンボ

ジア政府の要請を受け，民法・民事訴訟法の起草支援をしていたが，カンボジアの歴史

的背景においては，法律だけではなく，人材の育成も急務であった。そこで，法律分野
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の人材育成に焦点をあてたプロジェクトをスタートさせることとなり，それが王立裁判

官検察官養成校への支援だった。私は，その初代ＪＩＣＡ長期専門家として，カンボジ

アに派遣されたのだった。

　　カンボジアへの赴任は不安だったろうと言われる。しかし，実はそうでもない。私が

赴任する前，国際協力部に所属していた女性の先輩たちが，代わる代わる，数か月単位

でカンボジアに出張し，プロジェクトの準備活動を進めていた。現地での銀行口座開設，

インターネット利用，海外からの荷物受け取りなどといった基本的なことさえ四苦八苦

していたことがなつかしい。先輩たちはとてもタフで，現地の生活や困難を楽しそうに

私に語ってくれたので，赴任前には，わくわくする気持ちはあったものの，不安はあま

りなかった。当時，東京・プノンペン間には直行便がなく，バンコクで乗り換えをする

しかなかったのだが，日本を発ち，バンコクで飛行機を乗り換え，夜，バンコクからプ

ノンペンへ降り立つとき，さっきまでネオンできらびやかだった町が真っ暗であること

に驚いたことをよく覚えている。東南アジアの中でも，バンコクとプノンペンでは発展

度合いがまるで違うのだ。そのプノンペンも，この１５年で大きく発展し，今では日本

の大型スーパーがあるし，おしゃれなカフェやレストランがあふれかえっている。しか

し，当時は，日本製品はバンコクなどに行かないと手に入らなかった。だから，国際協

力部のスタッフが，時々，日本のお菓子や雑誌を送ってくれたのがうれしかった。カン

ボジアでは，今でも，郵便物が自宅に配達されないので，郵便局まで取りにいくのが普

通だが，当時，日本から荷物が届いたとの連絡を受けて取りに行ってみると，暑さと取

り扱いの乱雑さのせいか，段ボール箱がひしゃげていて，そこからはみ出した菓子の箱

から大量の蟻が出てきたことも，今となっては良い思い出だ。

　　王立裁判官検察官養成校のことも忘れられない。王立裁判官検察官養成校は，裁判官・

検察官の育成のための機関である。創設されたばかりで，常勤講師はおらず，教材やカ

リキュラムもなかった。数少ないカンボジアのシニアの法曹は，政府内の要職や，日本

が支援する民法・民事訴訟法起草ワーキンググループ活動，ポルポト政権下の虐殺等の

重大犯罪を裁くクメール・ルージュ特別法廷での判事としての役割，そのほかあらゆる

重要な仕事の傍ら，王立裁判官検察官養成校でも教鞭をとってくれていた。しかし，多

忙を極めていたため，私のプロジェクトが求めていた教材やカリキュラムを作る時間は

なく，講義さえもしばしばドタキャンとなり，私は，赴任早々，困難に直面していた。

王立裁判官検察官養成校の支援というと，よく，そこで私が教鞭を取っていたのだろう

と誤解される。確かに，シニアのカンボジア人講師から，「ごめん，緊急の仕事が入った。

紀子，講義よろしく。」などと言われ，仕方なく講義をすることもあった。しかし，支

援の本質は，私が直接生徒たちに教えることではない。近い将来，日本の支援なく自立

することを目指して，黒子のような活動をするのだ。

　　結局，プロジェクトでは，王立裁判官検察官養成校を卒業したばかりの若者から厳選

して「教官候補生」グループを立ち上げ，近い将来，王立裁判官検察官養成校や司法界

をリードする若者を育てるしかないという結論に達した。当初，カンボジアのシニアの
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法曹たちからは，なぜ，若者ばかりに支援をするのか，若者が指導などできるわけがな

い，などと反対する声が上がった。しかし，教官候補生たちは，きらきらしていて，自

分たちが司法界を支えるのだという自負に満ち溢れていた。もともとの素質もあるのだ

ろうが，人一倍努力もし，めきめきと成長した。時が経つにつれ，教官候補生たちの能

力が法曹界や政府にも知れ渡り，中長期的に人材育成を図ることの重要性が広く認識さ

れるに至った。教官候補生は，今や，最高裁判所裁判官や地裁所長など，要職に就き，

王立裁判官検察官養成校などでも教鞭を取っている。カンボジア国内で人材育成の必要

性を共有できたこと，また，早々にそれに着手したことはプロジェクトの一番の成果だ

と思っている。

　　プロジェクトアシスタントを務めてくれたブントゥーンとキムセンのことも忘れられ

ない。ブントゥーンは，プロジェクトで雇った一人目のアシスタントだ。地方の出身で，

家庭も裕福ではない中，奨学金を得たりしながら勉強を積み重ねた。裁判官を目指して

いたが，王立裁判官検察官養成校に合格することができなかった。能力的には何ら遜色

ないと思われただけに，残念だった。２人目のアシスタントであるキムセンも地方の出

身で，幼いころからお寺に出されていた。キムセンは，それでも勉学を積み重ね，いろ

いろな資格を取り，プロジェクトアシスタントとして応募してきた。ブントゥーンとキ

ムセンは兄弟のように仲良く，よく働いてくれた。しかし，私の帰国直前になり，突然，

キムセンは水疱瘡で亡くなってしまった。出産のため別の病院に入院中だったキムセン

の妻が第一子を出産したとの情報が入り，親族がその子を連れて車を飛ばしてキムセン

のもとに駆け付けると，苦しい息を吐きながらベッドから起き上がり，その子を抱いた

直後，キムセンは亡くなってしまった。まだ２９歳だった。ブントゥーンやキムセンと

の出会いは，法制度整備支援だけでは埋められないカンボジアの現実を見せつけられた

ようで，胸が痛かった。

３　再び国際協力部へ

　　２年間の任期を終えてカンボジアから帰国した。達成感はあったものの，まだまだや

るべきことはあったし，ブントゥーンや残されたキムセンの家族のことも心配で，後ろ

髪が引かれる思いだった。東京に戻ると，ＰＡＳＭＯという電子マネー機能を備えたＩ

Ｃカードを初めて見て驚いたことをよく覚えている。東京地検や横浜地検での捜査現場

に戻り，東京地検では特別捜査部に，横浜地検では特別刑事部に所属し，充実した日々

を送っていた。何度かプライベートでカンボジアを訪れたりしたものの，次第に仕事が

忙しくなり，カンボジアが遠い存在になりかけていた２０１２年，再び国際協力部への

異動となった。

　　２度目の国際協力部勤務では，新しく創設された国際協力部副部長として，法制度整

備支援全体を見ることとなった。中でも思い出深いのは，ミャンマーだ。ミャンマーは，

２０１１年に民主化し，そのころから，国際協力部は，積極的にミャンマー側と接触し，

法制度整備支援に着手していた。ところで，私は，２００７年，カンボジア滞在中に，
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プライベートでミャンマーを訪れたことがあった。ヤンゴンの空港に降り立った時，デ

ジタルカメラを手にしていたら，欧米の旅行者から，「やめなさい，逮捕されるわよ。」

と注意された。当時，まだ，ヤンゴンが首都だと思われていたのに，現地に到着すると，

首都がネピドーに移転していると地元の人に聞いてとても驚いた。街中には銃を携帯し

た人がたくさんいて，ピリピリした緊張感があった。現地のミャンマー人ガイドは，政

府に対する不満，ガソリン代の高騰などを口にしていた。旅行を終えてプノンペンに戻っ

てしばらくしたころ，ガソリン高騰等に対する政府への不満を内容とした市民のデモ行

進やそれに対する政府の弾圧，オレンジ色の袈裟をまとった僧侶たちのデモ行進がテレ

ビで配信され，涙が止まらなかった。その後，２０１１年の民政移管を経て，ミャンマー

が東南アジアのラストリゾートとして，企業などの熱い視線を浴びるようになった。２

００７年ころには，まさか民政移管がされるとは夢にも思っておらず，激動の歴史の１

コマを間近に見たように思う。

　　そして，そのころ，ＵＮＯＤＣのバンコクのポストに応募しないかという話をいただ

き，２０１５年１１月，私は，ＵＮＯＤＣに赴任するため，再び日本を出た。

４　ＵＮＯＤＣ

　　ＵＮＯＤＣは，不正薬物，犯罪，国際テロに取り組むことを目的とした国連の組織で

ある。本部はウィーンにあるが，世界に国別事務所のほか地域事務所を有している。私

が赴任した東南アジア・大洋州地域事務所は，東南アジアや太平洋地域を管轄し，人身

取引等組織犯罪，汚職，テロ，違法薬物，刑事司法分野という５つの地域プログラムを

掲げている。私は，この刑事司法分野を担当し，カンボジア，ラオス，ベトナムを対象

国とした児童に対する性的搾取に対するプロジェクトやミャンマーでの刑務所改善プロ

ジェクトを実施した。国連勤務は初めてではあったが，それ以前の国際協力部やカンボ

ジアでの仕事の中で，東南アジアの司法関係者とのネットワークが構築できていたこと

は，アドバンテージだった。児童の性的搾取に対するプロジェクトでは，離任直前の２

０１７年９月，カンボジアのシェムリアップで，タイ・カンボジア・ベトナム・ラオス

の代表者が集まり，「シェムリアップ宣言」を採択し，①各国は，今後も児童の性的搾

取に関する取り組みを継続していくこと，②ＡＳＥＡＮのほかの国々にもこのイニシア

ティブに加わるよう呼びかけていくこと，③この共同宣言をＡＳＬＯＭ（ＡＳＥＡＮ 

Senior Law Officials Meeting。ＡＳＥＡＮの司法関係実務者会合。）に提出すること，な

どを確認した。苦労も多かったが，これまでのキャリアを生かすことができた２年だっ

たと思う。また，国際舞台で，どのような課題がどのように語られているのか，また，

その温度感などを，国際機関の内側から見ることができたことも大いに勉強になった。

５　「コングレス」と２０２０年からの国際協力

　　２０１７年１２月，バンコクから帰国後，東京地検の捜査の現場に戻った後，捜査共

助や引渡しなどを所管する刑事局国際刑事管理官を経て，２０１９年７月，官房国際課
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長となった。官房国際課は，法務省内の部局をまたがる国際案件を総合調整し，横串を

さした国際協力をするための部署である。官房国際課の当面の課題は，「コングレス」だ。

　　コングレスは，５年に１回開催する刑事司法分野での国連最大の会議で，私が赴任し

ていたＵＮＯＤＣが会議の事務局を務めている。コングレスは，刑事司法分野における

世界中の関係者による情報共有・意見交換の場を提供するとともに，国連や加盟国の取

組の中長期的な方針を議論し，決定する場所である。２０１５年のコングレスは，カター

ルのドーハで開催され，国連事務総長や，各国閣僚などを含む４０００人もの人が参加

した。そして，オリンピック・パラリンピックイヤーである記念すべき２０２０年，日

本は，コングレスのホスト国として京都でこの会議を開催するのだ。日本は，１９７０

年，同じ京都の地でコングレスを開催しており，今回，５０年ぶり，２度目の日本での

コングレス開催となる。

　　また，今回のコングレスは，「２０３０アジェンダ」が２０１５年９月に国連総会で

採択されてから開かれる初めてのコングレスである。「２０３０アジェンダ」とは，２

０１５年９月に国連で採択された，開発分野における国際社会の共通目標であり，２０

０１年に採択された「ミレニアム開発目標」（Millennium Development Goals, 通称「ＭＤ

Ｇｓ」）の後継となる目標である。この「２０３０アジェンダ」の目標１６には，ＭＤ

Ｇｓにはなかった法・司法分野への言及がなされているほか，ＭＤＧｓが途上国のみを

対象としていたのと異なり，「２０３０アジェンダ」では先進国にも報告義務が課され

ている。そして，今回，「２０３０アジェンダ」採択後の初めてのコングレスであると

いうことを受けて，コングレスの全体テーマは，「２０３０アジェンダの達成に向けた

犯罪防止，刑事司法及び法の支配の推進」と設定された。今回，京都の地で，２０３０

アジェンダ達成に向けた犯罪防止，刑事司法の在り方が議論されるのだ。日本は，これ

まで，法制度整備支援等を通じて，「２０３０アジェンダ」に掲げられた法の支配の浸

透に向けた取組を続けてきた。今回のコングレスでは，日本がこれまで取り組んできた，

法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値の重要性を再確認するとともに，日本

のこれまでの取組を振り返り，また，世界の人々に知ってもらう絶好の機会でもある。

　　このように，コングレスは重要で大きな国際会議であるのだが，コングレスを開催す

ること自体がゴールではない。コングレスで決定した中長期的な方針を，加盟国は，今

後現実の取組として生かしていかなければならない。冒頭にも述べたように，職員の海

外派遣の強化やキャリアパスの構築なども課題である。コングレスを開催する２０２０

年を，あらゆる意味で法務省の国際分野における新たなスタートにしたい。
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がら，スムーズで快適な研修生活となるよう準備や帯同を行っていましたが，最終日に

無事に皆さんが帰国されるまでトラブルが起こらないかどきどきしながら約２週間を過

ごしていました。

　　特に食事制限がある場合の対応やイスラム教を信仰する研修参加者のためのお祈り部

屋の確保，見学の際の動線やタイムスケジュールなど，予定どおりにいかないこともま

まあり１年目の当職は焦ってばかりでしたが，経験豊富な教官や専門官の先輩方に助け

ていただき，なんとか毎回無事終えることができました。

　　いずれの国も，皆さん大変熱心に講義，見学，意見交換に取り組んでおられ，日本側

から提供される知見を吸収しようという強いエネルギーを感じました。びっしりとメモ

を取られていたこと，講義中や質疑応答の際にたくさんの手が挙がっていたことが印象

的でした。それに応えるように講師の先生方の説明にも熱が入り，時間が足りなくなる

こともしばしばありました。

　　期間中は，移動も多かったため毎日帯同していましたが，研修参加者の皆さんとは現

地語で覚えたあいさつと，拙い英語で日常のコミュニケーションを試みたところ，皆さ

ん笑顔で応じてくださっていました。

　　ミャンマーの研修中には参加者の皆さんにミャンマーネームを「Ma Thazin」（生まれ

た曜日で名前の頭文字と守護動物が決まるそうです。ちなみに当職の守護動物はもぐら

（またはモルモット）です。）と付けていただき，以降ミャンマーの方へはその名前を

名乗っています。現地へ出張し，再会を果たした際も，ミャンマーネームで呼びかけて

くださり，大変うれしかったことを覚えています。

　　インドネシアの研修では昭島の国際法務総合センター（ＩＪＣ）に滞在していたこと

から接する機会もより多く，研修終了後に立川周辺を案内したり，週末観光で浅草へご

一緒したり，インドネシアで有名な日本の歌である「心の友」を合唱したりしました。

冬に実施した研修では日本の寒さにより体調を崩された方もおり心配していましたが，

無事研修に復帰され本当にほっとしました。

ネピドーで守護動物にお参
りしました。

インドネシアの皆さんと週
末に浅草を観光しました。
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　　本年３月には，ウズベキスタン司法省副大臣をはじめとする皆さんを招へいし，日本

で共同研究を実施しました。

　　こちらは約１週間と短い期間ではありましたが，充実した議論ができたことに加え，

期間中にウズベキスタン司法省と日本の法務省の間の協力覚書の署名式にも立ち会うこ

とができ，ますます支援が進んでいくことに期待感を覚えました。

　　ウズベキスタンについては，親日国であることは知っていましたが，実際に出張で現

地を訪れた際には日本語話者の多さに驚き，また日本とのつながりを感じる経験が多く

ありました。タシケントでは，名古屋大学が設立した日本法教育研究センターにおいて，

日本語による日本法の教育が長年行われています。その卒業生の皆さんが関係機関に多

数在籍しているなど，特に司法関係者には日本に関心，親しみを持ってくださる方が多

いのだと思われますが，日本に行ったことがないという日本大使館のドライバーの方も

流ちょうな日本語を話されるなど，行く先行く先で日本語が聞こえてくるのが印象的で，

うれしくもありました。

　　この「日本語で日本法を理解できる」ということが法制度整備支援の分野では大きな

意義を持っており，今後の支援も大きく発展していくことと思います。

用務の合間に，タシケントの日本人墓地を
訪れました。

ナヴォイ劇場の建設には日本人も携わって
おり，外壁のプレートには日本語でそのこ
とが刻まれています。

　　このように，ことばの重要さも，ＩＣＤの業務を語る上では外せません。

　　ＩＣＤの業務は，基本的に日本語を現地語へ通訳，翻訳して行われます。繊細な作業

ですが，ここにすべてがかかっているといっても過言ではありません。研修の日程調整

の際も，通訳確保がまず優先されます。

　　研修，共同研究にご協力いただいた通訳の方々は，お渡しした資料を講義の合間にも

読み込んでおられ，講義中にも講師の先生方や参加者の皆さんときちんと伝わっている

か，理解できているか細かく確認しながら進めていたのが印象的で，法律の専門用語や，

複雑な概念を異なる言語で適切に理解してもらうというのは本当に大変なことなのだと
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毎回感じていました。

　　さて，２年目の今年は，研修担当を離れ庶務事務を担当しています。

　　国内の出張手続を主に担当していますが，教官，専門官とも研修や会議，打合せ等で

各地を飛び回っているため，国内だけでもかなりの数になります。併せて海外出張も多

数ありますので，ＩＣＤ職員全員がそろう日も年間に数えるほどしかありません。

　　残念ながら研修担当として直接関係者の皆さんと接することは少なくなりましたが，

部内の業務が円滑に進むよう，ＩＣＤ業務の後方支援のさらに後方支援をしているとい

う気持ちで日々業務に当たっています。

４　おわりに

　　今回の寄稿を機に，パンフレットや過去のＩＣＤ ＮＥＷＳを読み返し，同じ志を持

つ仲間が国内外に多くいることを心強く感じ，その一員として仕事をさせていただいて

いることを改めて光栄に思いました。各研修，共同研究でお会いしたすべての方へこの

場を借りて感謝を申し上げます。

　　各国ごとに歴史，制度，文化があります。それに寄り添って，こつこつと活動を積み

重ねてきたＩＣＤのこれまでに思いをはせ，法律や制度には人の血が通っているのだと

しみじみ感じています。

　　当職は，ＩＣＤ移転後に異動してきた昭島世代ではありますが，先達の皆さまが大阪

時代から培ってきたご縁や志を受け継ぎ，次につなげていけるよう，陰ながらお手伝い

していきたいと思います。
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各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

　１０月１５日，２年間の任期を終えて帰国致しました。ベトナム在
任中は，各カウンターパートに温かく迎えていただいたのはもちろん，
プロジェクトの同僚専門家及びローカルスタッフ，ＪＩＣＡ，法務省
をはじめとする日本側の皆様に支えていただきました。この場を借り
てあらためて皆様に厚く御礼申し上げます。
　ところで，法整備支援におけるキャリアパスというとき，法整備支
援に「関わるまで」，あるいは「実際の関わり方」についてのキャリ
アパスは話題にのぼりますが，長期専門家を経験した法律家の「関わ
った後」のキャリアパスについては，議論の途上にある気がします。

その中で，私を含めた長期専門家経験者にできることは，この有形無形の貴重な経験や知見を，「いい経
験をさせていただいた」だけで終わらせるのではなく，それを継続して「ことば」にして発信して周りと
共有し，そこから気づきとフィードバックを得て，それを日々の法律家としての仕事に活かすという，「生
きたキャリアパス」を刻んでいくことではないかと思います。私の国際協力のキャリアは一旦幕を閉じま
したが，ベトナム在任中の有形無形の知見及び経験をこれからの法律家人生のキャリアでアウトプットで
きるよう，心がけて参ります。

� （元ベトナム長期派遣専門家・現東京地方検察庁検事　松尾宣宏）

　９月には，「プチュンバン」と呼ばれるカンボジアのお盆がありま
した。プチュンバンの時期は，国教である仏教の暦に従って決まり，
今年は９月１４日からの１５日間でした。このプチュンバン期間中，
２７日から２９日までが祝日となりました。プチュンバンの連休は，
カンボジアでは４月のクメール正月と並ぶ大型連休の一つです（もっ
とも，今年は祝日の２日間が土日と重なったため，三連休となったの
みでした）。
　カンボジアでよく聞くうわさの中に，「大型連休前には犯罪が増え
る」というものがあります。プチュンバン前も，様々なメディアで，

注意喚起がなされていました。なぜ大型連休前に犯罪が増えるのか，その理由を聞いたとき，私は衝撃を
受けました。カンボジアの人々にとって，地方に帰省する際，家族にお土産を持って行くことが何よりも
重要だそうです。お土産がない場合，自分だけでなく，家族にも非常に恥ずかしい思いをさせることにな
るので，大型連休前には，お土産を準備するためにお金が必要となり，ひったくりなどの犯罪が増えると
言うのです。私の中の検察官魂が沸き上がり，悪さをすることなく平穏無事に過ごし，元気な顔を見せる
ことの方が，家族は何よりも喜ぶのだと，声を大にして言いたくなりました。

� （カンボジア長期派遣専門家　福岡文恵）
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　当職がラオスに専門家として赴任してから２年が過ぎました。ラオ
スで生活し，仕事をすることを通じて，ラオスと日本の違いを様々感
じることがあります。ラオスは遅れていると感じることもありますが，
一方で，ラオスは日本よりも進んでいると感じることもありましたの
でご紹介します。当職は，妻が体調を崩した際，重要な会議の際に子
供を保育園等に預けることができなかったため，職場の同僚（日本人，
ラオス人）に相談し，子供を職場に連れていき，会議の間，同僚に子
供の様子をみてもらったことがありました（いわゆる「子連れ出社」
です。）。育児と仕事の両立は日本でも課題となっており，子連れ出社

もその対策の一つですが，日本ではあまり一般的なものではないというのが当職の認識でした。これに対
しラオスでは，（もちろん職種によりますが）子連れ出社はそれほど珍しいことではなく，当職の周りに
も子連れ出社をしている人が数名おりました。そのため，当職が同僚に子連れ出社を相談した際，あまり
抵抗なく受け入れてもらい同僚たちは自分たちの仕事をしながら当職の子供の面倒もみてくれました。職
場に子供を連れていくことには良い面も悪い面もあると思いますし，それはラオス人も認識していると思
いますが，ラオス人が子連れで出社することを自然に受け入れている様子を見ると，ラオスの育児と仕事
の関係は日本のそれよりも進んでいるのではないか，などとも感じました。
　なお，「遅れているように見えて実はラオスの方が進んでいるのではないか」，という当職の感覚につい
て，「（ラオスの状況は）一周回って最先端」という話をされている方がおられ，妙に納得したこともあり
ました。
　当職は，ラオスで生活し仕事をするという得難い経験をいただいたことに感謝し，今後も，ラオス・日
本双方の良い点を発見しながら，両国のために仕事をすることができればと考えております。

� （ラオス長期派遣専門家　伊藤　淳）

　ミャンマーでは，１０月は長かった雨季が終わり，乾季に移り変わ
る季節のため，伝統的に晴れの日が多く，気候が安定しはじめます。
その影響もあると思いますが，仏教行事をはじめとする様々な宗教行
事があります。
　この国で最も信仰者の多い仏教は，満月の日にお祝いすることが多
く，親族が集まったり，寺院に出かけるなど人々の信仰心も篤くなる
ようです。
　官公庁でも，仏教信仰者が，庁舎内にある大きな仏間に集まって僧
侶の説法を聞き，僧侶に食事や僧衣などのお供えものを提供し，その

後職員だけでにぎやかに食事するなどの仏教行事が行われており，プロジェクトからも，郷に入っては郷
に従えの精神で，みんなでお金を出し合って僧侶へのお供えを行うことにしました。ところが，驚いたこ
とに多くのお供えものが「現金」でできているのです。
　我々が採用したのは，大きめの団扇（うちわ）に新札の現金紙幣を張り付けて，輪を作り紙幣で花輪を
つくった「現金花団扇」でした。
　ここで問題となるのは，当然金額です。貼り付ける紙幣の額は，１００チャット紙幣（約７.２円）な
ど少額のものから，５００チャット，１０００チャット，５０００チャット，最高額紙幣の１００００チ
ャット札，それらを複数組み合わせたものなど様々です。
　１０００チャット札５０枚で花輪を作ると６万チャット，５０００チャット札５０枚で作ると２６万チ
ャットなど，当然値段も跳ね上がります。プロジェクトでは，「お供えは金額より気持ちが大事だよね」
と合意し，お手頃な値段のものを作り，連邦法務長官府と一緒にお供えさせていだきました。
　今後も，ミャンマーの文化を見て，聞いて，体験して，楽しみながら，ミャンマーの司法制度の発展に
尽力していきたいと思います。

� （ミャンマー長期派遣専門家　岩井具之）
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　９月末を持ちまして，石神専門家が帰任し，１０月より，新たに，
細井専門家が着任いたしました。
　石神専門家は２年間，インドネシア最高裁をカウンターパートとし
て，積極的に活動に従事し，判決集の作成などの成果を上げました。
改めて２年間の石神専門家の活動に感謝申し上げるとともに，新天地
でのご活躍を祈念したいと思います。
　以下，石神元専門家，細井専門家からの挨拶を掲載させていただき
ます。
� （インドネシア長期派遣専門家　廣田　桂）

　皆様
　この度，２年間の任期を終え，９月末に日本に帰国いたしました。
　法整備に携わることもインドネシアに来ることも初めての経験で，戸惑うことも多かったですが，皆さ
まの温かいご支援のおかげで，どうにか任期を全うすることができました。
　皆様には，改めて御礼申し上げます。
　本プロジェクトは，残り１年３か月ほどとなりますが，引き続き皆様のご支援をよろしくお願いいたし
ます。
� （元インドネシア長期派遣専門家　石神有吾）

　１０月１日付けで本プロジェクトに着任いたしました，石神専門家の後任の細井と申します。
　少しでも早くインドネシアの環境に慣れて，裁判官育成・知的財産権執行強化アドバイザーとしての任
務を全うできるよう励む所存ですので，引き続き本プロジェクトへのご理解とご支援をいただければ幸い
です。
　どうぞよろしくお願いいたします。
� （インドネシア長期派遣専門家　細井直彰）
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第２１回法整備支援連絡会のお知らせ

国際協力部教官　

小　谷　ゆかり

　法務総合研究所は，法整備支援の関係者間の情報共有・意見交換等を目的として，令和

２年２月１４日（金），独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）との共催により，国際法

務総合センター及びＪＩＣＡ関西1において（両会場をＴＶ電話会議システムで接続），第

２１回法整備支援連絡会（以下「本連絡会」といいます。）を開催します。

　本連絡会は，平成１２年以降毎年１回開催しており，昨年度は著名な経済学者ジェフ

リー・Ｄ・サックス氏の講演や，ＵＮＤＰバンコク地域ハブのニコラス・ジョン・ブース

氏と慶應義塾大学の松尾弘教授によるトークセッション，関係各機関による活動報告，パ

ネルディスカッション等を行い，合計１７８名の方々に御参加いただきました。

　２１回目となる今年度は，「Access to Justiceの向上と法整備支援」を全体テーマとし，ワー

ルド・ジャスティス・プロジェクト2の Executive Director であるエリザベス・アンダーセ

ン氏，国連開発計画（ＵＮＤＰ）（登壇者について調整中）及び，ベトナム弁護士連合会

会長ドー・ゴック・ティン氏による各講演，法整備支援関係者による活動報告及びパネル

ディスカッションを予定しています。

　今年度も豪華なラインナップで，Access to Justice の意義や国際的潮流，日本の法整備

支援との関係性等を議論した上で，活動報告やパネルディスカッションを通じて今後の法

整備支援が目指す方向性等について意見交換を行う予定です。

　是非奮って御参加ください。皆様の御参加をお待ちしています。

　本連絡会の詳細及び申込期間，申込方法につきましては，当部ウェブサイト（http://

www.moj.go.jp/housouken/houso_icd.html）を御覧ください。

【第２０回法整備支援連絡会（写真左：東京会場）（写真右：トークセッション）】

1 ＪＩＣＡ関西の所在地は，兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－５－２。ＪＲ「灘」駅，もしくは阪神
「岩屋」駅から徒歩圏内です。
2 法の支配の促進を目的とする独立機関（非営利法人）であり，本部はワシントンＤＣ。各国の学術関
係者，司法関係者で理事会を構成しており，「裁判所の利用しやすさ」「法の透明性」等の指標を用い
て法の支配ランキングを発表している。最近では「Global Insights on Access to Justice ２０１９」を発表。

お知らせ
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－編　集　後　記－

　ＩＣＤ ＮＥＷＳ８１号を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

　改めまして，本号に掲載された記事をご紹介したいと思います。

　巻頭言では，柴田国際課長から，「カンボジア法制度整備支援からコングレスまで～そ

して，２０２０年からの国際協力」と題して，これまでご自身が関わってこられた国際協

力の現場でのご経験を振り返っていただくとともに，２０２０年に日本がホスト国として

開催する京都コングレスについてご紹介いただきました。

　昨年，当職がカンボジアの王立司法学院に訪問した際，同学院の方々が口々に「柴田さ

んはお元気ですか。」「また会いたい。またここでも色々と教えてほしい。」というお話を

されていたことを思い出しました。本巻頭言には，同学院に属する裁判官検察官養成校で

のプロジェクト活動についてもご紹介いただいており，約１０年経つ今でも，柴田課長が

カンボジアの方々に愛されているのは，当時，立ち上げたばかりのプロジェクトにおいて，

様々な工夫をしながら，前向きにプロジェクトにまい進されたからなのだろうと改めて実

感いたしました。

　追悼では，カンボジアのプロジェクトに多大なご協力を賜り，本年１０月２日にご逝去

された竹下守夫先生を偲んで，上原明治大学教授・一橋大学名誉教授とカンボジアの福岡

長期派遣専門家よりご寄稿をいただきました。上原教授からのご寄稿からは，竹下先生の

お人柄と，カンボジアのプロジェクトに対する竹下先生の熱い思いが，福岡専門家からの

ご寄稿からは，竹下先生がお亡くなりになられたときのカンボジアの方々の悲痛な思いと，

カンボジアの方々にとっての竹下先生の存在の大きさがひしひしと伝わってきます。

　ご生前のご功績を偲び，心からご冥福をお祈り申し上げます。

　「外国法制・実務」では，ベトナム，カンボジア，ラオス及び中国における法制度や法

制度整備支援の現場の実状等についてご紹介いただいております。

　ラオスの入江長期派遣専門家の「ラオス民法典起草におけるドナー調整事例の紹介」で

は，民法典起草支援の現場における他ドナー調整に関する事例を紹介していただきました。

ラオスに限らず，どの国でも法制度整備支援の現場では，他ドナーの動きに気を配りなが

ら，活動を続けていかなければなりません。同記事からは，現地の専門家が地道に辛抱強

く活動している様子を感じていただけると思います。

　そのほかの記事についても，現地の法律や支援活動を巡る実状を知ることができる貴重

な記事ですので，是非ご覧ください。

　「活動報告」では，中学生職場体験学習，国際知財司法シンポジウム２０１９，ネパー

ル最高裁判所及び最高裁判所法曹協会のワークショップ，ラオス国立司法研修所と当所と
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の間の共同セミナー，第６３回ベトナム法整備支援研修，インドネシア法整備支援第１１

回本邦研修，第２０回日韓パートナーシップ共同研究及び同研究第２０回記念国際学術大

会，並びに令和元年度モンゴル国共同研究についてご紹介しています。

　ラオス国立司法研修所と当所との共同セミナーは，昨年１２月に締結した，法・司法分

野の研修，人材育成等における協力を目的とする協力覚書に基づいて行われた初めてのセ

ミナーで，当職も同セミナーに参加させていただきました。ラオス側・日本側が同じテー

マに基づき発表・質疑応答・意見交換を行うというスタイルで，法律の専門家ではない当

職も，学生時代に戻ったような気持ちで興味深くセミナーに参加させていただき，日本の

法律だけでなく，他国の法律について勉強することの面白さを実感しました。質疑応答や

意見交換においては時間が足りないほどで，記事をお読みいただければ，その活発な議論

が交わされた様子をお分かりいただけると思います。今後も，２回，３回とセミナーが続

いていくことを願っています。

　「専門官の眼」では，村里国際専門官から，ご自身が関わってこられたミャンマー・イ

ンドネシア・ウズベキスタンの本邦研修・共同研究・海外出張を通して，国際協力に携わ

ることのおもしろさや，国際協力の分野における通訳の方の存在の大きさを，まさに「専

門官の眼」からご紹介いただきました。

　「外国法制・実務」におけるラオスの伊藤長期派遣専門家の記事と併せてお読みいただ

くと，国際協力，特に当部の活動における「ことば」の大切さを改めて感じていただける

と思います。

　また，昨年度，多くの本邦研修・共同研究をご経験し，丁寧なおもてなしをし続けた村

里専門官と，そこで知り合った研修参加者・研究員との国を超えた交流についても紹介さ

れています。若い法務省の職員にも，本記事をお読みいただき，将来，国際協力の現場を

志す仲間が増えてくれると嬉しいなと思います。

　この編集後記を書いているいま現在，まさにラオス第４回本邦研修（教育・研修改善）

が絶賛実施中でございます！多くの講師の皆様や見学先の皆様，各関係機関の皆様にご協

力を賜り，順調に研修を進められております。

　さて，今回初めて訪問させていただいた福井地方検察庁において，国際協力部の専門官

の先輩がラオスの研修参加者の皆様を迎える中で細やかなおもてなしをしてくださいまし

た。その細やかなおもてなしと，研修参加者に対する素敵な笑顔でのご対応を拝見し，「大

阪ＩＣＤ魂！」を勉強させていただくとともに，「昭島世代」の我々も頑張らねばと身の

引き締まる思いです。

　また，福井地方検察庁の皆様には，年末のお忙しい時期に大人数での訪問を受け入れて

くださっただけでなく，盛大に研修参加者の皆様を迎えていただきました。特に，会議室

の前に置かれたかわいらしい Welcome ボードと，福井の名産の越前和紙で作られた恐竜

の折り紙（以下の写真参照）には，研修参加者の皆様も大変喜んでおられました。内容の
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濃い講義はもちろんのこと，細やかで心温まるおもてなしもとても嬉しかったようで，帰

りのバスの中では，素敵な笑顔で，「アリガトー！」「サヨナラー！」と大きく手を振って

おりました。

　この場を借りて御礼申し上げます。福井地方検察庁の皆様，本当にありがとうございま

した。　

←ラオ語で
「ようこそ」と
書いてあります。

　最後になりましたが，ご多用の折，ご寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し

上げます。

　関係者の皆様におかれましては，今後とも更なるご協力を賜りますよう，何とぞよろし

くお願い申し上げます。

国際専門官　執行　優里
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